
⼩児診療終了のお知らせ 令和6年11⽉1⽇

当院はこれまで、ご希望に応じて⼩児（中学⽣以下）の患者様も
診療させていただいておりましたが、内科患者様の受診数が増加し、
⼩児の患者様の診療を⾏うことが難しくなって参りました。

つきましては、やむを得ず令和6年12⽉2⽇（⽉）より、
⼩児患者様の診療を終了させていただくことになりました。

なお、周知のための期間として、11⽉30⽇（⼟）までは、
再診の⼩児患者様に限り診療させていただきます。

このたびの⽅針変更は、標榜診療科である内科診療の質を維持し、
診療時間を確保するための対応となります。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

今後とも当院をどうぞよろしくお願い申し上げます。
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